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三重県環境基本計画の進捗状況
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三重県環境基本計画の概要 ： 2030年度のめざすべき姿

１

「スマート（SMART）社会みえ」の実現
（環境、経済、社会の統合的向上が図られた持続可能な社会）



【令和６年度年次報告書（三重県サステナビリティレポート）の構成】

【総説】
・サスレポの位置づけ等
・環境を取り巻く情勢
・三重県の動向
・環境施策の概要（方向性等）
（１）三重県環境基本条例
（２）三重県環境基本計画

【三重県環境基本計画の各施策の取組】

1. 低炭素社会の構築
（１）環境基本計画の施策目標
（２）前年度の取組概要と成果等
（３）現年度以降の取組方向

2. 循環型社会の構築
（１）環境基本計画の施策目標
（２）前年度の取組概要と成果等
（３）現年度以降の取組方向

3. 自然共生社会の構築
（１）環境基本計画の施策目標
（２）前年度の取組概要と成果等
（３）現年度以降の取組方向

4. 生活環境保全の確保
（１）環境基本計画の施策目標
（２）前年度の取組概要と成果等
（３）現年度以降の取組方向

5. 共通基盤施策
（１）環境基本計画の施策目標
（２）前年度の取組概要と成果等
（３）現年度以降の取組方向

【参考資料】
・マネジメント指標

【コラム】
・具体的な取組事例等を記載

２

「三重県サステナビリティレポート」の構成



「三重県サステナビリティレポート」 コラム案
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令和５年度の主な取組
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桑名市
（大山田団地周辺地

区）
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令和６年７月26日

環境生活部 環境共生局 資源循環推進課

プラスチック資源循環に係る

三重県の取組

資料１－３



三重県循環型社会形成推進計画
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想定する利用者が容易に参加でき、オンライン上のシステム
で、効率的に必要な情報を登録、検索できる

三重県内を中心とするプラスチック排出事業者、リサイクラー
等が相互理解を深めて結びつき、資源循環を促進できる

プラスチック排出事業者は、県内外を問わず利用を促し、リサ
イクル事業者は県内事業者に限定することで、
三重県のリサイクル産業の活性につなげる

１

２

３

製品

廃プラスチック
再生
素材

製造業・
再生材利用事業者

マッチングシステム

排出事業者

登録 検索

登録 検索

登録

検索

リサイクラー

Ｒ６～



ウォーターサーバーの設置

三重県庁プラスチックスマートアクションの推進
職員によるマイバッグ・マイボトル運動など

ウォーターサーバーについて

県庁厚生棟地下１階に設置

ウォーターサーバーを活用し
マイバッグ・マイボトル運動も促進

マイボトルの利用を県民や事業者に広く呼びかけ、ワンウェイプラスチックを削減する
⇒給水スポットとしてウォーターサーバーを県庁内に設置

ワンウェイプラスチックの削減

Ｒ４～

4

ゼロ助

500mLペットボトル約4万本分相当の
プラスチックを削減できたゼロ!

500mLペットボトル約4万本分相当の
プラスチックを削減できたゼロ!

マイボトルを
使ってね！
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建設中
トレーtoトレー (PS)

ボトルtoボトル (PET)

光学選別 (産廃)

光学選別
(産廃/容器包装)
ﾌﾟﾗ法48条大臣認定

光学選別 (産廃)

光学選別 (容器包装)

トレーtoトレー (PET)

県内市場規模150億円
脱炭素化をチャンス
に

プラスチック資源循環の高度化に
資する施設の稼働状況海への流出は楽しみながらできる取組で抑制

（ex. ピリカ、スポGOMI）

脱炭素、ＣＥ
にも貢献



区分 研究開発 設備機器
対象者 ① 県内の産業廃棄物排出事業者

② 県内の産業廃棄物処理業者
③ 県内のリサイクラー

① 県内の産業廃棄物排出事業者
② 県内の産業廃棄物処理業者
③ 県内のリサイクラー

対象経費 【補助対象者①の場合】
1. 自ら排出する産業廃棄物の発生抑制、循環的な利用、減量化
の研究・技術開発及び産業廃棄物を使った商品開発

2. 産業廃棄物の処理に係る環境負荷低減を行うための研究・技
術開発

3. 産業廃棄物の処理に係る地球温暖化対策を行うための研究・
技術開発

4. 上記の事業化に向けた導入可能性調査

【補助対象者②の場合】
1. 高度な循環的な利用を行うための研究、技術開発
2. 産業廃棄物の処理に係る環境負荷低減を行うための研究・技
術開発

3. 産業廃棄物の処理に係る地球温暖化対策を行うための研究・
技術開発

4. 上記の事業化に向けた導入可能性調査

【補助対象者③の場合】
1. 循環資源または産業廃棄物由来の再生材料を活用した高度な
循環的利用を行うための研究・技術開発

2. 上記の事業化に向けた導入可能性調査

【補助対象者①の場合】
1. 自ら排出する産業廃棄物の発生抑制・循環的な利用・減量化のための設備機
器の設置

2. 産業廃棄物の処理に係る環境負荷低減を行うための設備機器の設置等
3. 産業廃棄物の処理に係る地球温暖化対策を行うための設備機器の設置等

【補助対象者②の場合】
1. 産業廃棄物を高度な循環的な利用を行うための設備機器の設置
2. 産業廃棄物の処理に係る環境負荷低減を行うための設備機器の設置等
3. 産業廃棄物の処理に係る地球温暖化対策を行うための設備機器の設置等
4. 産業廃棄物処理施設に対する理解の促進を目的とした設備機器の設置および
環境整備（※ただし、優良産廃処理業者認定制度における優良認定事業者に
限る）

【補助対象者③の場合】
1. 循環資源または産業廃棄物由来の再生材料を活用した高度な循環的な利用を
行うための設備機器の設置

補助率 【補助対象者①の場合】
中小企業 ：補助対象額の 2/3以内
大 企業 ：補助対象額の 1/2以内

【補助対象者②の場合】
補助対象額の 1/3以内

【補助対象者③の場合】
補助対象額の 1/3以内

【補助対象者①の場合】
中小企業 ：補助対象額の1/2以内
大 企業 ：補助対象額の1/4以内（高度な循環的な利用は 1/3以内）

【補助対象者②の場合】
補助対象額の 1/3以内

【補助対象者③の場合】
補助対象額の 1/3以内

補助額 【上限２千万円、下限 100万円】 【上限５千万円、下限 100万円】 6



プラスチック資源循環促進法

7

プラスチック使用製品廃棄物の分別
収集・再商品化を促進するため、市
区町村はプラスチック使用製品廃棄
物について、分別の基準を策定し、
当該分別の基準に従って適正に分別
して排出されることを促進するため
に必要な措置を講ずるよう努めなけ
ればなならない。

32条

33条

①伊勢広域環境衛生組合
（伊勢市、明和町、玉城町、度会町）
方 法:法32条
開始日:令和５年４月１日
※伊勢市では、令和６年４月１日から
市内全域で再商品化開始。
②菰野町
方 法:法33条
開始日:令和６年４月１日
③津市
方 法:法第33条
開始日:令和６年６月１日



災害廃棄物処理体制の強化

資料１－４

令和６年７月26日
環境生活部 環境共生局 資源循環推進課
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2出典：地震被害想定調査結果の概要について 三重県防災対策部
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みえ生物多様性推進プラン（第４期）

資料１－５

令和６年７月26日
農林水産部 みどり共生推進課



●世界、国内の動向を注視しながら、三重県の
現状や課題を反映した「みえ生物多様性推進プ
ラン（第４期）」を策定（R６.３）

＜みえ生物多様性推進プランとは＞
県民、事業者、活動団体、行政などの各主
体が、それぞれの役割分担のもとに自発的
に取り組めるよう、生物多様性に関する基
本的な方向を示すもの

1



世界・国内・三重県の動向
2010

2024

2010/10
生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)
・愛知目標

2020/9
地球規模生物多様性概況第５版(GBO5)
・進歩はあったが完全達成はないと指摘

2021/10,2022/12
COP15→昆明・モント
リオール生物多様性枠組
・ネイチャーポジティブ
・30by30目標

2012/9
生物多様性国家戦略2012-2020

2023/3
生物多様性国家戦略2023-2030

2012/3
みえ生物多様性プラン

2016/3
みえ生物多様性プラン(第2期)

2020/3
みえ生物多様性プラン(第3期)

2024/3
みえ生物多様性プラン(第4期)
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三重県の生物多様性の現状・課題
●生物多様性に迫る危機

１．開発などの人間活動
県内の土地利用の変化（1990⇒2020）
森林、農地 :78.1％⇒74.2％
宅地、道路、その他:18.4％⇒22.1％

２．自然に対する働きかけの縮小
県内の耕地面積
98,700ha(1969)⇒65,200ha(2001)⇒57,600(2021)

３．人間により持ち込まれた外来種等
ヒアリの侵入事例が県内でも確認

４．地球環境の変化
津市の平均気温が１００年間で約１．７℃上昇

20,000ha以上が
開発
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１．生態系の健全性
の回復

２．自然を活用した
社会問題の解決

３．ネイチャーポジティ
ブ経済の実現

４．生活・消費活動にお
ける生物多様性の価
値の認識と行動

５．生物多様性に係る取
組を支える基盤整備
と国際連携の推進

生物多様性国家戦略
2023-2030

みえ生物多様性推進プラン
（第３期）2020-2023

１．生物多様性の保全

２．適正な自然の活用

３．保全と活用のため
の環境づくり

昆明・モントリオール
生物多様性枠組

１．生物多様性への
脅威を減らす

２．持続可能な利用及び
利益配分による人々
のニーズを満たす

３．実施と主流化のため
のツールと解決策

みえ生物多様性推進プラン
（第４期）2024-2032

１．重要な自然環境や
野生 生物の保全

２．豊かな里地・里山・
里海 の保全と利用

３．生物多様性への負
荷の抑制

４．生物多様性保全の
環境づくり

生物多様性の保全と自然環境の持続可能な利用に向
けて、第３期における４つの取組方針を３つの観点
で施策を見直しました。
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みえ生物多様性推進プランの概要

・法的規制による生息地及び種の保全や、OECMの考え方
に基づいた保全
・気候変動や外来種の侵入等による生物多様性に対する負
の影響の最小化

●取組方針１:「生物多様性の保全」

①希少野生生物の保全
②自然環境保全地域等の重要地域の保全
③普通種を含む身近な自然環境の保全
④外来種による被害防止
⑤環境汚染による自然環境への影響の削減
⑥気候変動の緩和・適応

行政の取組

OECM、自然共生サイト
の取組を推進
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みえ生物多様性推進プランの概要

・農林水産業の持続的な発展や農山漁村の持つ多面的機能
の維持・再生、野生鳥獣との共生
・開発行為に対しての自然環境の適切な保全の推進

●取組方針２:「適正な自然の活用」

①農山漁村の活性化
②農山漁村の持つ多面的機能の維持・再生
③野生鳥獣害に強い農山村づくりの推進
④自然地の開発行為による影響の低減
⑤生態系に配慮した公共工事

行政の取組

近年増加してきている
再生可能エネルギー発電
施設の開発への対応
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みえ生物多様性推進プランの概要

・社会全体で生物多様性の保全と持続可能な利用を進めて
いくための普及啓発や基盤整備、支援
・専門家や事業者、行政等さまざまな主体の連携・協働に
よる自然環境保全活動の促進

●取組方針３:「保全と活用のための環境づくり」

①自然環境保全活動の連携促進
②生物多様性の理解促進
③生物多様性に関する人材育成と基盤整備
④人と自然との触れ合いの場の確保

行政の取組

みえ生物多様性パートナー
シップ協定
三重県レッドデータブック
の整備・活用
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みえ生物多様性推進プランの概要

8



海洋ごみ対策の取組

令和６年７月２６日
環境生活部環境共生局 大気・水環境課

資料１－６



◆国内の動き

美しく豊かな自然を保護するための海岸
における良好な景観及び環境並びに海洋
環境の保全に係る海岸漂着物等の処理
等の推進に関する法律
（2009（H21）.7 施行、2018（H30）.6 改正）

基本理念
・総合的な海岸環境の保全・再生
・責任の明確化と円滑な処理
・３Ｒ推進等による海岸漂着物等の発生の効果的な抑制対策
・海洋環境の保全（マイクロプラスチック対策を含む）
・多様な主体の適切な役割分担と連携の確保
・国際協力の推進

◆国際的な動き

2015（H27）. 9 国連サミット ＳＤＧｓのターゲットの１つに

2019（H31）. 6 G20大阪サミット 「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」
2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロに

2023（R5）. 4 G7札幌 気候・エネルギー・環境大臣会合
2040年までに追加的なプラスチック汚染をゼロにする野心的な目標に合意

10年前倒し

国内外の動き

1



発生抑制の取組 海洋ごみ対策検討会（2012（H24）.4～）

伊勢湾の海洋ごみ対策を推進していくために、伊勢湾流域圏の自治体が緊密に連携していくことが大切

国への提案･提言（2012（H24年度）～）

・環境省へ提言・提案（補助金の確保等）

「海洋ごみ対策検討会」の開催（2012（H24）年度～）

・三県一市で構成する海洋ごみ対策検討会を開催
・広域での発生抑制対策の検討、情報共有を実施

現地交流会の開催（2015（H27）年度～）

・現状把握・交流を目的に現地交流会を実施

啓発物品の共同購入（2013（H25年度）～）

・ポスター・パネルの作成
・クリアファイルの作成・配布
・軍手の作成・配布
・ＢＰ配合ごみ袋の作成・配布
・啓発チラシの作成・配布

啓発チラシ(R5作成） 2



位置づけのイメージ

2020（R2）年度 検討を開始することを三県で合意

2021（R3）年度 三県の担当課でワーキンググループを設置
計画の大枠とスケジュールを検討

2022（R4）年度 既存調査資料の取りまとめ
問題意識等に関するアンケート調査
計画素案の作成

2023（R5）年度 関係市町及び海岸管理者等への意見照会
各県の海岸漂着物対策推進協議会
パブリックコメント
常任委員会（中間案、最終案）
策定・公表

＜策定までの経緯＞

・2024（R6）年３月、岐阜県、愛知県と共同して、本広域計画を策定

・流域圏の共通理念や取組の基本方針をまとめており、今後は、
県単独計画による対策のほか、本広域計画に基づき、三県及び
関係主体が連携し、流域圏での広域的な海洋ごみの発生抑制
対策を推進していくこととしています。

伊勢湾流域圏海洋ごみ対策推進広域計画（2024（R6）.3 策定）

3



伊勢湾流域圏海洋ごみ対策推進広域計画（2024（R6）.3 策定）の概要

内陸地域から沿岸地域までの多様な主体が
それぞれの役割を果たしながら相互に連携し、

流域圏の各主体が一体となって海洋ごみ対策を実施

伊勢湾全体の景観や海洋環境の保全を図り
美しく健全で活力ある伊勢湾の再生を目指す

流域圏の共通理念

取組の基本方針

調査・研究
による

実態把握

多様な主体
間の連携の

確保

発生抑制
対策の推進

三重県鳥羽市愛知県常滑市岐阜県岐阜市

私たちの暮らしと海とのつながりを大切に

◆共通理念及び基本方針 ◆法に基づく海洋ごみを重点的に推進する区域

（参考） 流域面積
岐阜県 約7,809km2 （約42.9%）
愛知県 約4,894km2 （約27.6%）
三重県 約3,668km2 （約20.1%）
長野県 約1,714km2 （約 9.4%）
合計 約18,208km2

三県の
伊勢湾流域全域
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伊勢湾流域圏海洋ごみ対策推進広域計画（2024（R6）.3 策定）の概要

①調査研究による実態把握

②発生抑制対策の推進

三県は、調査手法やデータの集計・表示方法を統一化したうえで、
海洋ごみの実態把握調査を実施します。そこで得られた海洋ごみ等の
分布状況、発生源、流出時期等に関する調査結果については、各県の
発生抑制対策や回収・処理などの対策にフィードバックします。

 広域的な普及啓発の実施
三県は、多様な主体と連携した広域的な普及啓発を実施するこ

とで、伊勢湾流域圏での発生抑制対策を進めていきます。
普及啓発に関する情報は、環境学習やイベント、三県のウェブ

サイト等のさまざまな情報媒体を活用して発信することで、社会
にフィードバックします。

 特定のごみ等を対象とした流域圏での対策
三県は、プラスチック類等の特定のごみ等を対象とする対策を

伊勢湾流域圏の県民や事業者等に呼びかけ、海洋ごみの発生抑制
に向けた行動を積極的に実施するよう促します。

漂着ごみの分類調査

③多様な主体間の連携の確保

広域的な発生抑制対策を進めるために、三県及び名古屋市で構
成する海洋ごみ対策検討会（事務局：三重県）や各県の海岸漂着
物対策推進協議会を活用することで、三県、県民、民間団体、事
業者、市町村、海岸管理者等の多様な主体間の連携を確保します。 5



「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」
広域連携による取組として、愛知・岐阜・三重の各地で実施された清掃活動の情報を
取りまとめ、情報発信しています。(2008（H20）年度から取組を実施）

◆ 広域連携の取組

2023年度活動地点
（2024.4.30時点）

2023（R5）年度は、三重、愛知、岐阜で34,452人の方に参加いただきました

写真：参加者から提供（抜粋）

広域連携の取組 「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大作戦」
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ご清聴ありがとうございました
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